
河
南
の
宣
講
書
『
宣
講
管
規
』
ー
通
俗
性
の
強
化
ー

阿
　
部
　
泰
　
記

は
じ
め
に

性
の
強
化
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
清
朝
が
郷
約
制
度
の
中
で
行
っ
た
聖
諭
宣
講
は
清
末
に
至
っ
て
善
堂
が
主
催
し

て

因
果
応
報
説
話
（
案
証
）
が
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
先
駆
が
湖
北

潜
江
の
王
文
選
編
『
宣
講
集
要
』
十
五
巻
（
一
八
五
二
）
で
あ
り
、
そ
の
後
、
天

津
の
荘
破
仙
が
『
宣
講
拾
遺
』
六
巻
（
一
八
七
二
）
を
編
集
し
た
。
こ
れ
ら
の
宣

講
書
に
続
い
て
宣
統
二
年
（
一
九
一
〇
）
に
河
南
洛
陽
の
周
景
文
が
編
集
し
た
の

が

『宣
講
管
規
』
六
巻
川
で
あ
る
。
『
宣
講
管
規
』
は
『
宣
講
拾
遺
』
に
な
ら
っ
て

『聖
諭
六
訓
』
「
孝
順
父
母
」
「
尊
敬
長
上
」
「
和
睦
郷
里
」
「
教
訓
子
孫
」
「
各
安
生

理
」
「
勿
作
非
為
」
に
配
し
た
「
善
悪
案
証
」
六
十
六
篇
を
掲
載
し
、
そ
れ
ら
は

「浅
語
方
言
」
を
使
用
し
て
文
字
を
知
ら
な
い
民
衆
が
理
解
で
き
、
「
歌
詞
」
を
朗

唱
し
て
人
心
を
感
動
さ
せ
る
歌
唱
体
の
案
証
を
編
集
し
て
お
り
、
政
府
刊
行
の
教

科
書
と
と
も
に
用
い
れ
ば
社
会
教
育
に
役
立
つ
と
評
価
さ
れ
た
。
本
書
の
案
証
は

『宣
講
集
要
』
な
ど
の
先
行
す
る
宣
講
書
に
取
材
し
、
従
来
の
案
証
よ
り
歌
唱
を
多

く
用
い
、
特
に
歌
唱
が
人
を
感
動
さ
せ
る
力
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て

民
衆
教
化
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
通
俗
小
説
を
案
証
に
改
編

す
る
こ
と
も
試
み
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
『
宣
講
管
規
』
に
お
け
る
通
俗

二
　
刊
行
の
経
緯

　
『
宣
講
管
規
』
は
、
多
く
の
宣
講
書
と
同
じ
く
、
学
校
で
教
育
を
受
け
る
こ
と
が

で

き
な
い
人
々
の
道
徳
教
育
の
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
。
編
者
で
あ
る
洛
陽
悔
過
痴

人

（周
景
文
）
の
序
文
に
は
、
人
々
が
『
宣
講
拾
遺
』
六
巻
（
清
同
治
十
一
年
）

を
朗
諦
す
る
と
み
な
感
涙
を
流
し
て
聴
き
い
っ
た
た
め
、
歌
詞
が
人
を
感
動
さ
せ
、

俗
語
が
人

に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、
『
聖
諭
六
訓
』
に
即
し
て
新
し
い
宣

講
書
を
編
纂
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
為
之
取
荘
破
仙
『
宣
講
拾
遺
』
朗
諦
数
過
、
無
不
甥
躍
謹
呼
、
感
偲
零
涕
而

　
　
不
能
自
己
者
。
然
後
嘆
歌
詞
足
以
動
聴
、
狸
語
尽
人
能
解
也
。
如
是
夫
、
如

　
　
是
夫
。
有
恐
講
之
久
而
厭
故
者
、
請
予
彷
『
聖
諭
六
訓
』
遺
意
、
再
為
贅
之
。

　

ま
た
民
国
二
年
（
一
九
＝
三
の
劉
熈
黎
の
祓
に
は
、
政
府
刊
行
の
教
科
書
と

併
用
す
れ
ば
、
文
盲
の
人
々
に
対
す
る
啓
蒙
教
育
が
普
及
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
得
吾
友
周
君
『
管
規
』
、
与
「
審
定
書
」
相
輔
而
行
、
則
教
育
之
所
飛
走
、
普

　
　
而
又
普
。
為
何
如
哉
。
惟
是
書
中
為
警
覚
愚
夫
愚
婦
痴
児
乳
子
計
、
故
多
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



　
　
因
果
、
往
往
虚
者
実
之
、
微
者
顕
之
、
以
求
易
於
針
愚
訂
頑
。

　
本
書

は
冒
頭
に
『
聖
諭
六
訓
』
を
記
し
、
各
巻
に
は
『
聖
諭
六
訓
』
の
教
訓
六

条
に
配
し
て
以
下
の
よ
う
な
善
悪
の
案
証
を
掲
載
し
て
い
る
。

　
　
巻
一
「
孝
順
父
母
」
1
「
大
孝
格
天
」
「
越
関
尋
父
」
「
感
親
成
孝
」
［
棄
児
存

　
　
　
孤
」
「
化
婦
成
孝
」
「
逆
子
速
報
」
「
孝
女
蔵
児
」
「
孝
行
化
民
」
「
一
門
慈

　
　
　
孝
」
「
孝
逆
巧
報
」

　
　
巻

二

「尊
敬
長
上
」
1
■
瞼
兄
捷
元
」
「
仁
譲
奉
兄
」
「
化
夫
愛
弟
」
「
伎
義
全

　
　
　
託
」
「
破
産
全
婚
」
「
競
婚
孫
女
」
「
鬼
断
家
私
」
「
孝
友
双
善
」
「
紫
荊
重

　
　
　
栄
」
「
分
産
興
訟
」

　
　
巻
三

「和
睦
郷
里
」
1
「
書
状
息
訟
」
「
天
膿
忍
辱
」
「
囲
棋
遭
罵
」
「
変
蛇
復

　
　
　
難
言
」
「
雅
量
感
人
」
「
睦
都
済
飢
」
「
兄
弟
争
訟
」
「
和
睦
感
人
」
「
蔵
金
救

　
　
　
難
」
「
睦
刹
善
報
」
「
作
善
降
祥
」

　
　
巻
四

「
教
訓
子
孫
」
1
「
善
行
格
天
」
「
嬌
養
胎
害
」
「
市
棺
活
子
」
「
嬬
貧
励

　
　
　
子
」
「
耐
貧
教
子
」
「
捜
育
遺
姑
」
「
嘉
言
教
女
」
「
賢
母
誠
女
」
「
石
洞
翰

　
　
　
林
」
「
見
色
不
乱
」
「
善
教
子
孫
」
「
作
壁
惨
報
」

　
　
巻
五

［各
安
生
理
」
1
一
贈
嚢
巧
報
」
「
吃
菜
状
元
」
「
救
婦
得
寿
」
「
神
罰
誰

　
　
　
金
」
「
三
還
登
科
」
「
吉
神
護
身
」
「
窮
通
有
命
」
「
全
節
得
栄
」
「
善
悪
巧

　
　
　
報
」
「
救
劫
十
全
」
「
陰
階
換
元
」
「
託
笠
認
親
」

　
　
巻
六

「勿
作
非
為
」
ー
「
質
妹
嬰
妹
」
■
冥
府
顕
報
」
「
詐
銀
掛
頭
」
「
昧
帖
変

　
　
　
猪
」
「
黄
女
改
婚
」
「
覆
水
難
収
」
「
割
耳
全
節
」
「
雷
打
悪
嬬
」
「
騙
人
害

　
　
　
己
」
「
打
無
義
郎
」
「
百
歳
同
坊
」

　
目
次
の
後
に
掲
載
す
る
宣
統
三
年
（
一
九
一
一
）
の
許
鼎
臣
の
序
文
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

周
景
文
は
清
末
の
太
平
天
国
の
乱
な
ど
不
穏
な
社
会
情
勢
に
対
処
す
る
た
め
に
こ

の
宣
講
書
を
編
纂
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
未
幾
、
吏
惰
民
倫
、
而
尊
（
広
東
太
平
天
国
）
・
捻
（
河
南
捻
党
∨
回
匪
（
陳

　
　
西
甘
粛
新
彊
回
族
）
之
禍
作
、
中
気
不
固
、
海
外
壁
牙
、
亦
於
是
滋
張
　
。

　
　
光
緒
二
十
六
年
（
一
九
〇
〇
）
、
…
…
曽
幾
何
日
、
不
善
之
気
積
、
如
暦
火
累

　
　
卵
、
将
恐
一
発
動
、
且
不
可
収
拾
。
而
吾
友
洛
陽
周
君
景
文
維
新
、
則
於
敢

　
　
影
蜷
伏
齪
齪
教
授
山
谷
間
、
更
取
■
六
訓
」
者
。
彷
荘
君
破
仙
之
例
、
出
以

　
　
諺
語
狸
辞
、
写
其
情
与
理
与
事
之
始
末
曲
折
、
暇
為
父
老
・
女
婦
・
童
稚
・

　
　
隷
竪
請
説
、
聴
者
或
喜
、
或
泣
、
或
驚
、
或
塊
、
各
若
有
所
根
触
上
下
、
不

　
　
自
知
其
所
以
然
、
而
不
能
自
己
者
。

三
　
伝
統
案
証
の
改
編

　
『
宣
講
管
規
』
は
『
宣
講
拾
遺
』
に
倣
っ
て
『
聖
諭
六
訓
』
に
即
し
て
六
巻
本
の

体
裁
を
取
っ
て
い
る
が
、
『
宣
講
拾
遺
』
か
ら
は
案
証
を
採
取
し
て
お
ら
ず
、
『
宣

講
集
要
』
②
な
ど
先
行
す
る
宣
講
書
か
ら
採
取
し
た
案
証
は
以
下
の
よ
う
に
九
篇
あ

る
。　

　
巻
一
「
棄
児
存
孤
」
1
『
宣
講
集
要
』
巻
六
「
稽
山
賞
貧
」

　
　
巻
二
「
鬼
断
家
私
」
1
『
宣
講
珠
磯
』
③
巻
一
「
鬼
断
家
私
」
、
『
宣
講
大
全
』
④

　
　
　
「
鬼
断
家
私
」
、
『
緩
歩
雲
梯
集
』
⑤
巻
一
「
画
裡
蔵
金
」

　
　
巻
三
「
変
蛇
復
讐
」
1
『
宣
講
集
要
』
巻
八
「
化
蛇
報
怨
」

　
　
　
巻
四

「捜
育
遺
孤
」
1
『
宣
講
彙
編
』
巻
二
「
知
恩
報
恩
」



　
　
巻
四

「
石
洞
翰
林
」
1
『
福
海
無
辺
』
⑥
巻
三
「
翰
林
洞
」

　
　
巻
五

「喫
菜
状
元
」
1
『
緩
歩
雲
梯
集
』
巻
三
「
苦
菜
状
元
」

　
　
巻
五

「救
婦
得
寿
」
1
『
聖
諭
六
訓
醒
世
編
』
の
巻
五
「
徳
肇
異
報
附
騙
財
喪

　
　
　
身
」

　
　
巻
五
「
全
節
得
栄
」
1
『
触
目
警
心
』
⑧
巻
二
「
白
玉
圏
」

　
　
巻
六

「
覆
水
難
収
」
1
『
宣
講
集
要
』
巻
七
「
崔
氏
逼
嫁
」
、
『
宣
講
大
全
』

　
　
　
「
馬
前
覆
水
」
、
『
宣
講
珠
磯
』
巻
三
「
馬
前
覆
水
」

　
今
、
こ
れ
ら
の
先
行
す
る
案
証
と
『
宣
講
管
規
』
の
文
体
を
比
較
し
て
み
る
と
、

歌
唱
を
重
視
し
た
文
体
に
改
編
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

1
．
巻
一
「
棄
児
存
孤
」

　

こ
の
案
証
は
郵
春
栄
と
妻
楊
氏
が
自
分
の
生
ん
だ
二
歳
の
子
光
後
を
棄
て
、
弟

嫁
李
氏
の
生
ん
だ

六
歳
の
光
前
を
連
れ
て
兵
乱
を
逃
れ
る
美
談
で
あ
る
。
光
後
は

常
大
人
に
拾
わ
れ
て
義
子
と
な
り
常
山
と
改
名
す
る
が
、
夢
に
神
か
ら
詩
に
よ
っ

て

稽
山
で
貧
者
に
施
す
よ
う
告
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
父
母
と
再
会
す
る
。

　
『
宣
講
集
要
』
「
稽
山
賞
貧
」
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
散
文
体
で
語
り
始
め
る
。

　
　
道
光
年
、
甘
粛
省
稽
山
下
、
一
人
名
郵
春
栄
、
妻
楊
氏
。
春
栄
、
弟
兄
二
人
。

　
　
楊
氏
、
姑
鯉
和
睦
。
不
料
弟
早
亡
、
弟
娘
身
懐
六
甲
、
後
生
一
子
名
光
前
。

　
　
歳
半
時
、
弟
娘
得
病
、
臨
終
将
光
前
寄
託
楊
氏
。

　
こ
れ
に
対
し
て
『
宣
講
管
規
』
「
棄
児
存
孤
」
は
冒
頭
を
十
言
句
の
歌
唱
（
宣
）

で
表
現
し
て
い
る
。
（
傍
点
部
分
は
「
稽
山
賞
貧
」
の
文
字
で
あ
る
。
）

　
　
道
光
年
、
甘
粛
省
、
稽
山
以
下
。
有
姓
郡
、
二
弟
兄
、
過
活
一
家
。
兄
春
栄
、

　
　
妻
楊
氏
、
賢
孝
可
誇
。
弟
春
茂
、
妻
李
氏
、
性
情
也
嘉
。
他
一
家
、
四
口
人
、

　
　
好
聴
善
話
。
兄
弟
和
、
姑
埋
睦
、
各
安
生
涯
。
這
好
人
、
也
応
該
、
福
寿
多

　
　
加
。
誰
知
道
、
前
生
裏
、
没
好
造
化
。
弟
春
茂
、
少
年
亡
、
妻
懐
六
甲
。
生

　
　
一
子
、
名
光
前
、
半
歳
小
娃
。
他
的
娘
、
染
重
病
、
湯
薬
不
下
。
満
眼
涙
、

　
　
叫
「
捜
媛
、
細
聴
根
芽
。
妹
這
病
、
不
久
裏
、
就
帰
黄
沙
。
最
可
憐
、
光
前

　
　
児
、
那
箇
小
児
。
六
箇
月
、
就
離
了
、
親
生
嬬
婿
。
（
捜
媛
呪
）
休
念
起
、
弟

　
　
兄
椚
、
恩
重
情
大
。
把
光
前
、
全
当
休
、
親
生
娃
娃
。
休
把
他
、
恩
養
到
、

　
　
成
人
長
大
。
俺
夫
妻
、
在
陰
曹
、
感
謝
恩
嘉
。
」
（
捜
媛
楊
氏
道
）
「
楊
氏
女
、

　
　
聴
妹
言
、
珠
涙
交
流
。
賢
妹
妹
、
保
養
病
、
不
用
生
愁
。
…
…

　
二
つ
の
叙
述

を
比
較
す
る
と
、
前
者
が
簡
潔
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
詳

細

に
な
っ
て
お
り
、
後
者
は
歌
唱
形
式
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
臨
終
に
子
供
を

捜
に

託
す
弟
嫁
の
悲
し
み
の
感
情
を
豊
か
に
表
現
し
、
捜
楊
氏
が
弟
嫁
を
慰
め
る

言
葉
も
歌
詞
を
用
い
て
直
接
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
情
が
込
め
ら
れ
、
聴

衆
を
感
動
さ
せ
る
効
果
を
奏
し
て
い
る
。

　
『
宣
講
集
要
』
「
稽
山
賞
貧
」
で
は
、
常
山
が
実
の
親
の
存
在
を
知
っ
て
嘆
き
悲

し
む
言
葉
（
十
言
二
十
四
句
）
と
、
楊
氏
が
光
前
の
病
死
を
悼
み
哀
し
む
言
葉

（十
言
二
十
二
句
）
に
歌
唱
を
用
い
て
る
だ
け
で
あ
る
が
、
『
宣
講
管
規
』
「
棄
児
存

孤
」
で
は
、
前
半
部
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
人
物
の
言
葉
を
歌
唱
に
よ
っ
て
行
っ
て
お

り
、
李
氏
が
病
死
し
て
楊
氏
が
扶
養
し
、
楊
氏
が
光
前
を
出
産
し
て
、
乱
世
で
光

前
を
棄
て
て
光
後
を
育
て
、
常
山
が
神
か
ら
稽
山
で
貧
者
に
施
す
よ
う
告
げ
ら
れ

る
と
こ
ろ
ま
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
（
十
言
八
十
六
句
）
、
後
半
部
の
常
山
が
実
の
親
の

存
在
を
知
っ
て
嘆
く
言
葉
（
十
言
二
十
五
句
）
、
兵
乱
が
収
ま
っ
て
都
春
栄
夫
妻
が

帰
郷
す
る
が
、
光
前
が
病
死
し
て
埋
葬
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
（
十
言
十
二
句
）
、
楊
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



が
光
前
の
病
死
を
悼
み
哀
し
む
言
葉
（
十
言
二
十
一
句
）
、
常
山
が
夫
妻
の
働
突

を
見
て
不
思
議
に
思
う
心
情
（
十
言
四
句
）
、
常
山
と
春
栄
が
父
子
と
認
め
あ
い
、

常
山
が
光
前
の
死
を
哀
し
む
言
葉
（
十
言
十
七
句
）
、
光
前
が
復
活
し
て
楊
氏
の
代

わ
り
に
死
ん
だ
こ
と
、
親
孝
行
の
た
め
に
復
活
し
た
こ
と
を
語
り
、
世
人
に
善
行

を
勧
め
る
言
葉
（
十
言
十
四
句
）
に
歌
唱
を
用
い
て
い
る
。

　
な
お
こ
の
よ
う
に
人
物
の
言
葉
の
ほ
か
に
も
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
も
歌
唱
を
用
い

る
案
証
は
、
す
で
に
宣
講
書
の
先
駆
で
あ
る
『
宣
講
集
要
』
に
も
散
見
す
る
。
た

と
え
ば
『
宣
講
集
要
』
巻
二
「
孝
避
火
災
」
は
冒
頭
か
ら
十
言
句
の
歌
詞
で
語
り

始
め
る
。

　
　
男
婦
椚
、
休
得
要
、
闇
闇
嘆
嘆
。
我
今
日
、
説
一
個
、
孝
順
児
郎
。
論
此
人
、

　
　
拾
輪
子
、
不
標
不
蕩
。
家
難
貧
、
学
古
人
、
善
事
高
堂
。
他
寄
寄
、
賦
性
轟
、

　
　
不
把
母
養
。
毎
日
間
、
只
知
在
、
茶
館
酒
坊
。
張
老
三
、
他
的
名
、
可
詞
可

　
　
訪
。
他
的
家
、
住
在
那
、
三
渓
場
上
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
後
に
続
く
、
孝
行
者
の
老
三
が
自
分
は
食
べ
ず
母
に
食
事

を
さ
せ
て
い
た
わ
る
言
葉
や
、
老
三
が
飢
餓
で
倒
れ
て
客
を
か
ご
か
ら
落
と
す
が
、

老
三
の
孝
行
に
感
動
し
た
客
か
ら
も
ら
っ
た
祝
儀
で
母
と
食
事
を
し
、
老
三
が
就

寝
前
に
火
事
に
気
づ
い
て
町
内
か
ら
表
彰
さ
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
、
語
り
手
が
聴
衆

に
孝
行
を
勧
め
る
言
葉
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
歌
唱
体
に
よ
っ
て
語
る
。

　
　
「
請
老
母
、
来
吃
飯
、
坐
在
席
上
。
漫
漫
吃
、
児
今
日
、
又
要
下
郷
。
母
説

　
　
道
、
我
的
児
、
要
往
那
向
。
也
来
吃
、
走
遠
処
、
力
方
剛
強
。
…
…
」
辞
了

　
　
母
、
打
橋
子
、
就
把
路
上
。
拾
至
在
、
湯
家
坪
、
餓
得
心
荒
。
－

　

こ
の
よ
う
に
人
物
の
歌
唱
だ
け
で
な
く
ス
ト
ー
リ
ー
ま
で
歌
唱
で
語
る
案
証
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

こ
の
時
期
に
は
多
く
は
な
い
が
、
『
宣
講
管
規
』
は
こ
う
し
た
歌
唱
体
の
案
証
を
継

承
し
た
も
の
と
考
え
る
。

　

2
．
巻
三
「
変
蛇
復
讐
」

　
『
宣
講
集
要
』
「
化
蛇
報
怨
」
で
は
、
「
毫
州
（
安
徽
）
城
西
門
外
五
里
、
地
名
小

鎮
、
一
部
貢
生
、
其
家
富
豪
、
子
孫
強
壮
。
家
有
悪
徒
数
人
、
依
主
人
之
勢
、
欺

騙
郷
鄭
」
と
始
ま
り
、
部
家
の
螺
馬
に
農
作
物
を
荒
ら
さ
れ
た
陳
老
人
が
部
貢
生

を
恨
む
言
葉
（
七
言
二
十
八
句
）
、
部
貢
生
が
陳
老
人
に
家
僕
の
不
躾
を
わ
び
る
言

葉
（
七
言
六
十
二
句
）
を
歌
唱
で
表
現
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
宣
講
管
規
』
「
変
蛇
復
讐
」
で
は
、
冒
頭
を
宣
「
人
在
世
上
莫

欺
人
、
勿
伎
富
貴
圧
郷
鄭
。
若
使
杖
勢
結
成
仇
、
口
不
敢
言
怒
在
心
。
…
…
」
（
七

言
十
四
句
）
で
説
き
始
め
て
主
題
を
明
示
し
、
都
貢
生
が
二
子
に
教
訓
を
垂
れ
る

言
葉
（
十
言
二
十
四
句
）
、
陳
老
人
が
部
家
の
家
僕
に
抗
議
し
、
部
家
の
家
僕
が
反

論
す
る
言
葉
（
十
言
十
三
句
）
、
家
僕
が
部
貢
生
に
訴
え
る
と
い
う
陳
老
人
を
殴
っ

て

罵
る
言
葉
（
十
言
十
六
句
）
、
陳
老
人
が
臨
終
に
際
し
て
棺
職
人
に
向
か
っ
て
蛇

に
変
身
し
て
部
貢
生
に
復
讐
す
る
と
語
る
言
葉
（
十
言
十
句
）
、
そ
れ
を
聞
い
た
部

貢
生
が
家
僕
の
狼
籍
を
知
っ
て
驚
く
言
葉
（
十
言
七
句
）
、
都
貢
生
が
陳
老
人
に
家

僕
の

非
礼
を
わ
び
、
陳
老
人
が
怒
り
を
解
く
言
葉
（
十
言
十
七
句
）
、
部
貢
生
が
家

僕
を
叱
る
言
葉
（
十
言
六
句
）
、
陳
老
人
が
吐
き
出
し
た
小
蛇
を
見
て
部
貢
生
が
驚

き
家
僕
に
教
訓
す
る
言
葉
（
十
言
十
六
句
）
、
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
十
言
句
で
表
現

し
て
い
る
。

　
両
者
を
比
較
す
る
と
、
『
宣
講
集
要
』
「
化
蛇
報
怨
」
が
長
篇
の
歌
詞
で
ま
と
め
て

人
物
の
言
葉
を
表
現
す
る
の
に
対
し
て
、
『
宣
講
管
規
』
「
変
蛇
復
讐
」
は
ス
ト
ー



リ
ー
を
歌
詞
で
表
現
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
従
っ
て
細
か

く
短
篇
の
詩
歌
を
用
い
て
人
物
の
言
葉
を
表
現
し
て
お
り
、
後
者
の
方
が
人
物
の

感
情
を
歌
詞
で
表
現
し
、
物
語
を
豊
か
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

3
．
巻
四
「
媛
育
遺
孤
」

　
『
宣
講
彙
編
』
「
知
恩
報
恩
」
で
は
、
冒
頭
は
散
文
で
単
刀
直
入
に
「
宋
朝
有
一

彦
忠
臣
、
自
幼
被
父
母
驕
養
成
性
、
成
人
不
知
孝
順
、
専
好
結
交
匪
類
、
父
母
屡

戒
不
聴
」
と
ス
ト
ー
リ
ー
を
説
き
始
め
、
妻
欧
陽
氏
が
孝
順
で
な
い
夫
彦
忠
臣
を

諌
め
る
言
葉
（
七
言
四
十
二
句
）
、
姑
が
臨
終
に
際
し
て
忠
臣
と
欧
陽
氏
に
幼
女
閏

娘
を
託
す
言
葉
（
七
言
四
十
四
句
）
、
夫
妻
が
母
の
死
を
悼
む
言
葉
（
七
言
三
十
四

句
）
、
欧
陽
氏
が
小
姑
閏
娘
を
可
愛
が
る
た
め
娘
秀
女
が
嫉
妬
し
、
欧
陽
氏
が
秀
女

を
叱
咤
す
る
言
葉
（
十
言
三
十
句
）
、
閏
娘
が
雷
神
廟
で
欧
陽
氏
の
復
活
を
祈
願
す

る
言
葉
を
記
載
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
宣
講
管
規
』
「
捜
育
遺
孤
」
で
は
、
冒
頭
に
散
文
体
で
、
「
今

世
嫁
女
者
、
聴
説
婆
家
有
小
姑
小
叔
、
就
憂
愁
了
。
為
捜
捜
者
、
亦
深
厭
悪
小
姑

小
叔
。
…
…
我
将
這
姑
捜
甚
親
一
案
、
講
来
請
聴
」
と
、
捜
と
小
姑
小
叔
と
の
和

睦
が
主
題
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
主
人
公
の
捜
欧
陽
氏
が
教
訓
書
『
女
児
語
㌣

を
読
ん
で
女
子
の
心
得
を
小
姑
と
娘
に
教
え
る
場
面
を
設
定
し
、
姑
が
臨
終
に
際

し
て
媛
に
小
姑
を
託
す
言
葉
（
十
言
二
十
六
句
）
、
欧
陽
氏
が
姑
の
死
を
悼
む
言
葉

（十
言
十
句
）
、
欧
陽
氏
が
小
姑
閏
娘
を
可
愛
が
る
の
で
娘
が
不
平
を
述
べ
る
言
葉

（十
言
四
句
）
、
欧
陽
氏
が
娘
を
教
訓
す
る
言
葉
（
十
言
十
四
句
）
、
閏
娘
が
隣
人
に

欧

陽
氏
の
賢
明
さ
を
称
え
る
言
葉
（
十
言
十
二
句
）
、
閏
娘
が
欧
陽
氏
の
死
を
悼
む

言
葉
（
士
言
十
句
）
を
記
載
し
て
お
り
、
『
宣
講
彙
編
』
「
知
恩
報
恩
」
よ
り
多
く

歌
唱
の
場
面
を
設
定
し
て
い
る
。

　

4
．
巻
四
「
石
洞
翰
林
」

　
昔
、
浩
州
（
四
川
）
の
李
銃
霊
の
後
妻
陸
氏
は
残
酷
な
性
格
で
、
財
物
を
盗
ん

で
実
家
に
送
っ
て
い
た
こ
と
を
前
妻
の
子
正
江
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
銃

霊

に
讃
言
し
、
正
江
に
罪
を
帰
せ
る
。
正
江
は
叔
父
銃
秀
か
ら
銀
四
十
両
を
借
り

て

銃
霊

に
返
す
。
銃
秀
は
正
江
を
科
挙
受
験
の
た
め
上
京
さ
せ
る
が
、
途
中
で
盗

賊

に
遭
い
、
安
岳
県
の
洞
中
に
住
む
。
そ
こ
に
王
正
文
の
嫁
張
秀
英
が
姑
ヨ
氏
に

虐
待
さ
れ
家
を
追
い
出
さ
れ
て
来
る
。
正
江
は
秀
英
を
家
に
送
り
届
け
る
が
、
ヨ

氏

は
子
其
賢
に
離
縁
状
を
書
か
せ
て
、
秀
英
を
正
江
に
保
護
さ
せ
る
。
正
江
は
科

挙

に
及
第
し
て
翰
林
を
授
か
る
。

　
『
福
海
無
辺
』
「
翰
林
洞
」
は
、
「
従
来
大
器
自
天
生
。
不
受
琢
磨
名
不
成
。
…
…
」

（七
言
四

句
）
で
表
現
さ
れ
る
主
題
を
散
文
で
説
明
し
た
後
、
こ
の
案
証
を
語
る
。

そ
し
て
硫
霊
が
正
江
が
銀
四
十
両
を
盗
ん
だ
と
誤
解
し
て
罵
る
言
葉
（
十
言
二
十

二
句
）
、
ヨ
氏
が
張
秀
英
を
虐
待
し
罵
る
言
葉
（
七
言
三
十
二
句
）
、
秀
英
が
洞
内

で
自
分
の
命
運
を
悲
し
む
言
葉
（
十
言
五
十
六
句
）
、
正
江
が
秀
英
を
保
護
し
て
衆

人
に
身
分
を
語
る
言
葉
（
七
言
四
十
四
句
）
、
ヨ
氏
が
翰
林
夫
人
に
な
っ
た
秀
英
を

見
て
後
悔
す
る
言
葉
（
七
言
四
十
句
）
を
歌
唱
で
表
現
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
宣
講
管
規
」
「
石
洞
翰
林
」
の
歌
唱
は
多
く
、
陸
氏
が
正
江
を

議
言
す
る
言
葉
（
七
言
八
句
）
、
正
江
が
深
慮
し
て
父
に
わ
び
る
言
葉
（
七
言
八

句
）
、
陸
氏
が
正
江
の
婚
姻
を
わ
ざ
と
遅
ら
せ
る
言
葉
（
十
言
二
句
）
、
陸
氏
が
銀

四

十
両
を
正
江
が
盗
ん
だ
と
讃
言
す
る
言
葉
（
十
言
八
句
）
、
銃
霊
が
誤
解
し
て
正

江
を
罵
る
言
葉
（
十
言
十
六
句
）
、
正
江
が
事
情
を
話
し
て
銃
秀
か
ら
銀
四
十
両
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



借
り
、
統
秀
が
正
江
に
帰
宅
せ
ず
上
京
し
て
科
挙
を
受
験
す
る
よ
う
勧
め
る
言
葉

と
、
正
江
が
上
京
す
る
途
中
で
盗
賊
に
遭
う
ス
ト
ー
リ
ー
（
十
言
二
十
二
句
）
、
ヨ

氏
が
秀
英
を
虐
待
し
て
罵
り
、
正
文
を
も
罵
る
言
葉
（
七
言
二
十
句
）
、
秀
英
が

泣
き
な
が
ら
岩
洞
に
至
り
、
洞
中
で
拙
い
運
命
を
嘆
く
言
葉
（
十
言
四
十
四
句
）
、

正
江
が
秀
英

に
事
情
を
尋
ね
て
、
秀
英
が
泣
い
て
事
情
を
語
る
言
葉
（
七
言
十
四

句
）
、
正
江
が
秀
英
を
家
ま
で
送
り
、
ヨ
氏
が
激
し
く
応
酬
し
、
其
賢
に
秀
英
を
離

縁

さ
せ
る
言
葉
（
七
言
十
八
句
）
、
正
江
が
衆
人
に
対
し
て
身
分
を
明
か
す
言
葉

（十
言
三
十
句
）
、
衆
人
が
正
江
に
秀
英
と
の
結
婚
を
勧
め
る
言
葉
（
十
言
六
句
）
、

秀
英
の
夢
の
中
で
城
陸
が
文
廟
で
正
江
の
状
元
及
第
を
報
告
す
る
言
葉
（
十
言
八

句
）
、
秀
英
が
正
江
に
身
分
を
尋
ね
、
秀
才
だ
ろ
う
と
言
う
（
七
言
八
句
）
、
秀
英

が
受
験
の
旅
費
を
借
り
る
と
言
う
（
十
言
二
句
）
、
陸
氏
が
正
江
の
出
世
を
見
て
後

悔
す
る
が
悪
業
に
よ
っ
て
病
死
し
、
秀
英
が
乞
食
に
な
っ
た
ヨ
氏
を
見
て
驚
く
ス

ト
ー
リ
ー
と
、
ヨ
氏
が
悪
行
を
悔
い
る
言
葉
（
七
言
五
十
句
）
を
歌
唱
形
式
で
表

現
し
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
陸
氏
が
正
江
を
讃
言
す
る
言
葉
は
『
宣
講
管
規
』
で
は
以
下
の
ご
と

く
歌
唱
形
式
に
改
編
さ
れ
て
い
る
。

　
　
『
福
海
無
辺
』
「
翰
林
洞
」

　
夫
君
呪
。
休
看
正
江
頼
務
正
行

不
以
我
為
母
、
反
叫
後
婆
娘
楡
去

銭
与
物
掌
去
進
賭
場
。
…
－

　

5
．
巻
五
「
喫
菜
状
元
」

　
『
緩
歩
雲
梯
集
』
「
苦
菜
状
元
」
で
は
、 　

　
『
宣
講
管
規
』

　
夫
君
夫
君
休
聴
講
。
可
恨
児
子
叫
正
江
。

看
他
人
小
心
不
小
。
他
叫
為
妻
後
婆
娘
。
日

毎
楡
銭
倫
物
件
。
背
着
休
下
賭
博
場
。
－
－

「救
人

急
難
、
莫
大
陰
功
。
　
－
」
（
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

言
二
十
句
）
で
主
題
を
明
示
し
、
明
正
徳
二
年
（
一
五
〇
七
）
、
江
西
吉
水
県
の
費

翁
が
文
昌
帝
君
に
貧
窮
の
原
因
を
尋
ね
、
夢
で
帝
君
の
金
章
「
世
上
富
貴
功
名
、

予
賜
母
得
濫
償
。
…
…
」
（
六
言
二
十
四
句
）
を
聞
か
さ
れ
て
、
善
行
を
全
う
し
て

い

な
い
と
指
摘
さ
れ
る
。
費
翁
は
夫
の
公
金
返
済
の
た
め
身
売
り
を
強
要
さ
れ
て

河

に
身
投
げ
す
る
若
い
婦
人
の
言
葉
（
七
言
十
四
句
）
を
聞
き
、
船
客
が
同
情
し

な
い
の
で
、
自
ら
年
俸
十
三
両
を
与
え
て
救
う
。
帰
宅
し
て
妻
に
食
事
を
求
め
る

が
米
が
無
く
、
事
情
を
告
げ
る
と
妻
も
理
解
し
て
苦
菜
を
勧
め
、
神
が
「
今
年
吃

苦
菜
、
明
年
産
状
元
」
と
告
げ
て
出
世
を
予
言
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
宣
講
管
規
』
「
喫
菜
状
元
」
は
、
歌
唱
に
よ
る
表
現
が
突
出
し

て

お
り
、
善
行
を
勧
め
る
「
世
上
善
事
本
多
端
、
一
生
行
善
行
不
完
。
…
…
」
（
七

言
六
句
）
か
ら
説
き
始
め
て
、
人
名
を
「
叙
翁
」
に
変
え
、
文
昌
帝
君
の
「
金
章
」

は

述
べ
ず
、
直
ち
に
身
投
げ
す
る
婦
人
と
叙
翁
の
会
話
（
十
言
二
十
六
句
）
に
入

り
、
叙
翁
が
同
乗
の
船
客
に
援
助
を
求
め
る
が
（
十
言
八
句
）
、
冷
淡
な
船
客
に
拒

絶
さ
れ
（
十
言
十
八
句
）
、
年
俸
十
三
両
を
与
え
て
婦
人
を
救
い
、
帰
宅
し
て
妻
に

食
事
を
求
め
る
と
、
妻
は
米
が
無
い
と
答
え
（
十
言
十
六
句
）
、
事
情
を
告
げ
る
と

妻

は
苦
菜
を
勧
め
る
（
十
言
四
句
）
。
「
喫
菜
状
元
」
で
は
さ
ら
に
こ
の
後
、
無
頼

の

甥
が
叙
翁
の
行
為
を
嘲
っ
た
た
め
（
十
言
二
十
四
句
）
、
叙
翁
が
反
論
し
（
十
言

三

十
五
句
）
、
隣
家
の
元
福
が
叙
翁
を
尊
敬
し
て
塾
教
師
と
し
て
雇
い
（
十
言
十

二
句
）
、
甥
は
殺
人
を
犯
し
て
後
悔
す
る
（
十
言
十
九
句
）
場
面
を
述
べ
て
お
り
、

『聖
諭
六
訓
』
「
各
安
生
理
」
の
案
証
ら
し
く
構
成
し
て
い
る
。

　

6
．
巻
五
「
救
婦
得
寿
」

　
『
聖
諭
六
訓
醒
世
編
』
「
徳
摩
異
報
」
で
は
、
『
太
上
感
応
篇
』
を
引
い
て
、
「
太



上
日
、
『
禍
福
無
門
、
惟
人
自
召
。
善
悪
之
報
、
如
影
随
形
。
』
」
よ
り
説
き
始
め
、

豚
を
売
っ
て
偽
金
を
受
け
取
り
入
水
自
殺
す
る
婦
人
を
救
っ
た
徽
州
の
王
志
仁
が

災
禍
を
免
れ
、
豚
を
買
っ
て
偽
金
を
渡
し
婦
人
を
自
殺
に
追
い
や
っ
た
商
人
が
災

禍
を
受
け
る
案
証
を
述
べ
る
。
話
中
に
、
人
相
占
い
の
劉
術
士
が
王
志
仁
に
災
禍

を
受
け
る
と
警
告
す
る
言
葉
（
十
言
二
十
句
）
、
婦
人
が
王
志
仁
に
苦
衷
を
語
る
言

葉

（十
言
二
十
句
）
、
王
志
仁
が
相
部
屋
の
商
人
に
婦
人
を
救
っ
た
話
を
し
、
善
報

悪
報
を
信
じ
な
い
商
人
を
た
し
な
め
る
言
葉
（
十
言
三
十
六
句
）
、
報
恩
に
訪
れ
た

夫
婦
と
王
志
仁
の
会
話
（
十
言
十
六
句
）
を
設
定
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
宣
講
管
規
』
「
救
婦
得
寿
」
で
は
、
「
救
得
一
命
還
一
命
、
救

人
人
救
循
環
同
。
…
…
」
（
七
言
八
句
）
で
主
題
を
説
き
、
異
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
を

構
成
し
、
歌
唱
に
よ
る
表
現
を
多
用
し
て
い
る
。
徽
州
の
王
志
仁
が
身
投
げ
す
る

婦
人

を
救
う
が
、
婦
人
の
夫
は
信
じ
ず
、
と
も
に
旅
館
に
赴
い
て
礼
を
言
い
に
来

た
た
め
誤
解
が
解
け
、
王
志
仁
が
災
禍
を
免
れ
る
と
し
、
旅
館
で
相
部
屋
に
な
る

商
人
は
登
場
し
な
い
。
そ
し
て
途
中
に
、
婦
人
が
王
志
仁
に
身
投
げ
し
た
事
情
を

語

る
言
葉
（
十
言
十
六
句
）
、
王
志
仁
が
婦
人
に
銀
を
与
え
て
慰
め
る
言
葉
（
十

言
十
四
句
）
、
夫
が
婦
人
の
話
を
信
じ
ず
婦
人
と
口
論
す
る
場
面
（
十
言
十
一
句
、

十
言
九
句
、
十
言
五
句
）
、
夫
婦
が
王
志
仁
を
尋
ね
て
応
酬
す
る
言
葉
（
七
言
十
二

句
、
十
言
十
八
句
、
十
言
十
句
）
、
相
士
が
王
志
仁
の
無
事
帰
還
を
見
て
驚
き
、
王

志
仁
が
相
士
に
事
情
を
説
明
す
る
言
葉
（
十
言
十
四
句
）
を
設
定
し
て
お
り
、
歌

唱
の
場
面
を
増
設
し
て
い
る
。

　
な
お
『
聖
諭
六
訓
醒
世
編
』
「
徳
壁
異
報
」
で
は
西
南
官
話
を
用
い
て
い
る
が
、

『宣
講
管
規
』
「
救
婦
得
寿
」
で
は
そ
れ
ら
を
別
の
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
「
淡

泊
」
は
貧
乏
、
「
出
脱
」
は
殺
す
、
「
熱
摺
」

　
　
『
聖
諭
六
訓
醒
世
編
』
「
徳
肇
異
報
」

　
我
丈
夫
荘
農
人
名
喚
張
左
、
住
在
那
七

里
舗
家
甚
淡
泊
。
因
短
欠
地
租
銭
頻
来
討

索
。
最
可
嘆
貧
寒
人
無
可
奈
何
。
我
家
中
有

口

猪
情
甘
出
脱
。
償
叩
。
遍
了
地
租
銭
免
受
曜

唆
。
我
丈
夫
未
在
家
将
猪
売
妥
。
不
料
想

受
証
騙
有
口
難
説
。
用
仮
銀
買
去
猪
客
已

走
脱
。
休
想
想
這
件
事
忽
様
熊
欄
。
…
－
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巻
五
「
全
節
得
栄
」

は
終
わ
ら
せ
る
の
意
味
で
あ
る
。

　
　
『
宣
講
管
規
』
「
救
婦
得
寿
」

　
我
丈
夫
是
農
夫
為
人
耕
田
。
累
年

裏
欠
課
租
不
能
帰
還
。
無
奈
何
倭
箇

猪
伎
此
還
欠
。
前
日
裏
夫
買
猪
価
銀

四

両
。
我
掌
這
四
両
銀
売
到
街
前
。

他
一
秤
変
成
了
四
両
二
銭
。
這
是
他

操
　
心
将
銀
頂
換
。
我
把
這
仮
銀
両

享
回
家
園
。
…
…

　
山
東
済
南
府
撫
州
の
馬
開
順
の
娘
桂
英
の
許
婚
沈
歩
雲
を
引
き
取
っ
て
読
書
さ

せ

る
。
歩
雲
は
桂
英
と
結
婚
し
、
家
宝
の
白
玉
圏
を
桂
英
に
預
け
る
。
だ
が
い
と

こ
方
応
奎
が
桂
英
に
恋
慕
し
て
家
僕
劉
二
の
好
計
を
用
い
て
王
小
二
に
歩
雲
の
殺

害
を
命
じ
る
が
、
小
二
が
誤
っ
て
劉
二
を
殺
害
し
た
た
め
歩
雲
を
証
告
し
、
州
守

陳
太
爺
は
歩
雲
を
死
罪
と
結
審
す
る
。
桂
英
は
投
身
自
殺
を
図
っ
て
漁
師
に
救
わ

れ
、
白
玉
圏
を
売
る
と
陳
状
元
が
そ
れ
を
見
て
桂
英
と
認
め
る
。
陳
状
元
は
歩
雲

で

あ
り
、
撫
州
の
陳
太
爺
に
救
わ
れ
て
養
子
に
な
り
、
状
元
に
及
第
し
て
い
た
。

劉
二
を
殺
害
し
た
小
二
は
劉
二
の
霊
魂
が
葱
依
し
て
罪
を
自
供
す
る
。

　
『
触
目
警
心
』
■
白
玉
圏
」
で
は
、
「
天
眼
恢
恢
在
上
、
疎
而
不
漏
毫
分
。
…
…
」

（六
言
四

句
）
の
格
言
で
主
題
を
導
き
、
応
奎
が
陳
太
爺
に
歩
雲
を
訴
え
る
言
葉

（七
言
十
二
句
）
、
歩
雲
が
無
実
を
訴
え
る
言
葉
（
七
言
十
句
）
、
桂
英
が
獄
中
に
歩

雲

を
見
舞
っ
て
嘆
く
言
葉
（
十
言
二
十
六
句
）
、
歩
雲
が
桂
英
と
の
別
れ
を
告
げ
る
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言
葉
（
十
言
三
十
六
句
）
、
桂
英
が
歩
雲
に
再
婚
は
し
な
い
と
誓
う
言
葉
（
十
言
十

句
）
、
歩
雲
が
刑
部
尚
書
の
叔
父
羅
善
に
救
い
を
求
め
た
書
信
の
言
葉
（
七
言
八

句
）
、
桂
英
が
歩
雲
の
刑
死
を
聞
い
て
悲
し
む
言
葉
（
十
言
十
六
句
）
、
桂
英
が
応

奎

と
の
結
婚
話
を
聞
い
て
嘆
く
言
葉
（
十
言
二
十
句
）
、
桂
英
が
投
身
自
殺
す
る
前

に
血
書
し
た
遺
言
（
十
言
二
十
六
句
）
、
方
氏
が
桂
英
の
死
を
嘆
く
言
葉
（
七
言
五

十
二
句
）
、
桂
英
が
状
元
を
歩
雲
と
認
め
て
泣
き
出
す
言
葉
（
十
言
十
八
句
）
、
歩

雲
も
悲
し
ん
で
泣
く
言
葉
（
十
言
十
六
句
）
、
歩
雲
が
羅
善
に
処
刑
さ
れ
る
陳
太
爺

を
見
て
弁
明
す
る
言
葉
（
七
言
十
八
句
）
を
「
歌
」
で
表
現
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
宣
講
管
規
』
「
全
節
得
栄
」
で
は
、
宣
「
天
葱
日
月
人
懸
心
。

若
無
良
心
乍
心
算
人
。
…
…
」
（
七
言
八
句
）
で
主
題
を
提
示
し
、
開
順
が
婿
歩
雲
を

引
き
取
り
、
二
人
が
喜
び
あ
う
言
葉
（
十
言
八
句
）
、
家
僕
が
応
奎
に
好
計
を
授
け

る
言
葉
（
十
言
七
句
）
、
家
僕
が
再
度
好
計
を
授
け
る
言
葉
（
十
言
六
句
）
、
応
奎

が
歩
雲
を
訴
え
、
歩
雲
が
弁
明
す
る
言
葉
（
十
言
十
四
句
）
、
桂
英
が
歩
雲
を
見

舞
っ
て
嘆
き
、
歩
雲
が
桂
英
に
別
れ
を
告
げ
る
と
、
桂
英
が
再
婚
は
し
な
い
と
誓

い
、
方
氏
が
歩
雲
に
救
済
策
を
考
え
よ
と
提
言
す
る
言
葉
（
十
言
十
四
句
、
十
七

句
、
六
句
）
、
桂
英
が
歩
雲
の
刑
死
を
聞
い
て
悲
し
む
言
葉
（
十
言
十
二
句
）
、
桂

英
が
応
奎
と
の
結
婚
話
を
聞
い
て
嘆
く
言
葉
（
十
言
四
句
）
、
桂
英
が
投
身
自
殺
す

る
前
に
書
い
た
血
書
（
十
言
十
一
句
）
、
方
氏
が
桂
英
の
死
を
知
っ
て
嘆
く
言
葉

（七
言
十
八
句
）
、
桂
英
が
状
元
を
歩
雲
と
認
め
て
泣
き
出
し
、
歩
雲
も
泣
く
言
葉

（十
言
二
十
六
句
）
、
歩
雲
が
羅
善
に
陳
太
爺
の
弁
護
を
す
る
言
葉
（
七
言
十
句
）
、

小
二
に
劉
二
の
霊
が
愚
依
し
て
罪
を
自
供
す
る
言
葉
（
十
言
六
句
）
を
歌
唱
で
表

現
し
て
い
る
。

八
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．
巻
六
「
覆
水
難
収
」

　
『
宣
講
集
要
』
「
崔
氏
逼
嫁
」
で
は
、
朱
買
臣
は
妻
崔
氏
が
不
運
の
星
に
生
ま
れ

た
た
め
家
が
焼
け
て
寒
窯
に
住
み
、
薪
を
切
っ
て
読
書
に
励
ん
だ
が
、
贅
沢
を
好

む
崔
氏
は
隣
人
に
再
婚
を
相
談
す
る
が
（
十
言
十
一
句
）
、
隣
人
に
嘲
笑
さ
れ
、
帰

宅

し
た
朱
買
臣
に
も
諭
さ
れ
る
（
十
言
三
句
）
。
買
臣
は
占
い
師
に
将
来
出
世
す
る

と
予
言
さ
れ
こ
と
を
告
げ
る
が
（
十
言
四
句
）
、
崔
氏
は
買
臣
を
。
。
馬
っ
て
離
縁
を
求

め

た
た
め
（
十
言
七
句
）
、
買
臣
も
仕
方
な
く
離
縁
状
を
書
き
（
十
言
七
句
）
、
仲

人
が
来
て
張
石
工
を
金
持
ち
と
し
て
紹
介
し
（
十
言
二
句
）
、
崔
氏
は
買
臣
に
結
納

金
を
渡
す
（
十
言
六
句
）
。
崔
氏
は
石
工
が
死
亡
し
て
窮
迫
し
、
買
臣
の
侍
女
に
傅

か
れ
て

神
に
衣
装
を
脱
が
さ
れ
る
悪
夢
を
見
る
（
十
言
四
句
）
。
崔
氏
は
太
守
に
出

世

し
た
買
臣
の
前
で
前
夫
に
売
ら
れ
た
と
訴
え
、
買
臣
に
覆
水
を
元
に
返
せ
ば
許

す
と
言
わ
れ
る
が
、
元
に
返
せ
ず
後
悔
し
（
十
言
二
十
一
句
）
、
遂
に
自
害
す
る
。

　
『
宣
講
大
全
』
（
あ
る
い
は
『
宣
講
珠
磯
』
）
「
馬
前
覆
水
」
で
は
、
買
臣
は
占
い

師
に
出
世
す
る
と
予
言
さ
れ
る
が
、
衆
人
は
信
じ
ず
嘲
笑
し
、
妻
崔
氏
は
買
臣
が

五

十
歳
で
出
世
す
る
と
言
っ
た
占
い
師
の
予
言
を
信
じ
ず
、
買
臣
と
口
論
し
て

（十
言
十
四
句
、
十
言
十
八
句
、
十
言
十
句
、
十
言
十
二
句
、
十
言
十
句
）
、
離
縁

を
求
め
、
無
頼
趙
歌
に
嫁
ぐ
が
、
家
産
を
失
っ
て
乞
食
を
し
、
会
稽
太
守
に
出
世

し
た
買
臣
の
前
で
事
情
を
話
す
が
（
十
言
二
十
句
）
、
太
守
は
前
夫
の
買
臣
だ
と
告

げ

（十
言
四
句
）
、
崔
氏
は
わ
び
る
が
（
十
三
口
四
句
）
、
買
臣
は
覆
水
盆
に
返
ら
ず

と
告
げ
（
十
言
十
句
）
、
崔
氏
は
後
悔
し
て
（
七
言
十
六
句
）
、
自
害
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
宣
講
管
規
』
「
覆
水
難
収
」
で
は
、
冒
頭
に
官
；
奉
勧
婦
人
事

丈
夫
、
与
他
同
甘
並
同
苦
。
…
…
」
（
七
言
十
二
句
）
で
主
題
を
明
示
す
る
点
が
大



き
く
異
な
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
い
さ
さ
か
異
な
る
が
、
歌
唱
に
よ
っ
て
人
物
の
言

語
を
表
現
す
る
点
は
先
行
案
証
と
同
じ
で
あ
る
。

　
買
臣
は
芝
売
り
を
し
て
少
年
に
嘲
笑
さ
れ
た
た
め
、
恥
じ
た
妻
が
買
臣
に
芝
売

り
を
戒
め
て
買
臣
と
口
論
し
（
十
言
四
句
、
十
言
四
句
、
十
言
二
句
、
十
言
四
句
、

十
言
六
句
、
十
言
十
句
、
十
言
九
句
、
十
言
六
句
、
十
言
六
句
）
、
買
臣
の
も
と
を

去
っ
た
た
め
、
買
臣
は
嘆
息
す
る
（
五
言
四
句
）
。
崔
氏
は
後
に
会
稽
太
守
と
な
っ

た
買
臣
の
た
め
に
道
路
清
掃
す
る
夫
に
食
事
を
運
ん
で
買
臣
と
再
会
し
、
買
臣
に

再
婚
を
皮
肉
ら
れ
（
十
言
六
句
）
、
買
臣
に
わ
び
て
側
室
に
迎
え
て
ほ
し
い
と
懇
願

す
る
が
（
十
言
十
一
句
）
、
買
臣
は
覆
水
盆
に
返
ら
ず
と
答
え
（
十
言
八
句
）
、
妻

は

恥

じ
て
そ
の
場
を
去
り
、
買
臣
は
皆
の
前
で
崔
氏
の
破
廉
恥
を
そ
し
り
、
崔
氏

は

恥
じ
て
自
害
す
る
（
十
言
八
句
、
十
言
五
句
）
。

　
な
お
朱
買
臣
が
妻
に
意
趣
返
し
を
し
た
と
い
う
伝
説
は
後
に
生
ま
れ
た
と
思
わ

れ

る
。
『
漢
書
』
巻
六
十
四
上
「
朱
買
臣
」
伝
に
は
、
「
朱
買
臣
は
家
が
貧
し
く
読
書

を
好
み
、
常
に
薪
を
売
っ
て
生
活
し
、
薪
を
担
っ
て
読
書
し
て
い
た
。
妻
が
随
行

し
て
買
臣
に
謳
歌
を
や
め
る
よ
う
求
め
た
が
、
買
臣
は
や
め
ず
、
恥
じ
た
妻
が
離

縁
を
求
め
た
」
と
あ
り
、
妻
が
隣
人
か
ら
嘲
笑
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
『
漢

書
』
に
は
「
買
臣
は
『
私
は
五
十
歳
で
富
貴
に
な
る
。
今
四
十
歳
余
だ
か
ら
少
し

待
て
』
と
言
っ
た
が
、
妻
は
怒
っ
て
『
あ
な
た
は
溝
で
餓
死
す
る
で
し
ょ
う
』
と

言
っ
た
の
で
離
縁
し
た
」
と
あ
り
、
買
臣
が
自
ら
将
来
を
予
知
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
後
に
占
い
師
が
買
臣
の
将
来
を
予
言
し
た
と
い
う
伝
説
が
生
ま
れ
た
と
思
わ

れ

る
。
『
漢
書
』
で
は
ま
た
、
「
妻
は
そ
の
後
、
再
婚
先
の
夫
と
と
も
に
買
臣
の
飢

寒
を
見
て
食
事
を
与
え
た
。
…
…
会
稽
太
守
と
な
っ
た
買
臣
は
前
妻
と
夫
が
道
路

を
補
修
し
て
い
る
の
を
見
て
、
太
守
の
館
の
庭
園
に
住
ま
わ
せ
た
が
、
一
月
後
に

妻

は
縦
死
し
た
。
買
臣
は
夫
に
埋
葬
さ
せ
、
ほ
か
に
恩
を
受
け
た
者
に
も
恩
返
し

を
し
た
」
と
あ
る
。

　
　
朱
買
臣
字
翁
子
、
臭
人
也
。
家
貧
、
好
讃
書
、
不
治
産
業
、
常
丈
薪
樵
、
責

　
　
以
給
食
、
携
束
薪
、
行
且
諦
書
。
其
妻
亦
負
戴
相
随
、
歎
止
買
臣
母
歌
嘔
道

　
　
中
。
買
臣
愈
益
疾
歌
、
妻
差
之
、
求
去
。
買
臣
笑
日
、
「
我
年
五
十
當
富
貴
、

　
　
今
已
四
十
鹸
　
。
女
苦
日
久
、
待
我
富
貴
報
女
功
。
」
妻
患
怒
日
、
「
如
公
等
、

　
　
終
餓
死
溝
中
耳
、
何
能
富
貴
？
」
買
臣
不
能
留
、
即
聴
去
。
其
後
、
買
臣
猫

　
　
行
歌
道

中
、
負
薪
墓
間
。
故
妻
與
夫
家
倶
上
東
家
、
見
買
臣
機
寒
、
呼
飯
飲

　
　
之
。
…
…
會
稽
聞
太
守
且
至
、
登
民
除
道
、
縣
吏
並
送
迎
、
車
百
除
乗
。
入

　
　
呉
界
、
見
其
故
妻
、
妻
夫
治
道
。
買
臣
駐
車
、
呼
令
後
車
載
其
夫
妻
、
到
太

　
　
守
舎
、
置
園
中
、
給
食
之
。
居
一
月
、
妻
自
経
死
、
買
臣
乞
其
夫
銭
、
令
葬
。

　
　
悉
召
見
故
人
與
飲
食
諸
嘗
有
恩
者
、
皆
報
復
焉
。

四

　
創
作
案
証
の
文
体

　

こ
の
よ
う
に
『
宣
講
管
規
』
に
は
伝
統
案
証
を
改
編
し
、
人
物
の
言
語
の
み
な

ら
ず
、
時
に
は
ス
ト
ー
リ
ー
も
歌
唱
で
表
現
す
る
と
い
う
特
色
を
持
つ
案
証
を
新

に
創
出
し
て
い
る
。
こ
の
特
色
は
伝
統
案
証
の
ほ
か
、
創
作
案
証
に
も
現
れ
て
い

る
。
特
に
冒
頭
か
ら
■
宣
」
（
歌
唱
）
で
開
始
す
る
案
証
に
は
、
巻
一
「
大
孝
格

天
」
■
越
関
尋
父
」
「
棄
児
存
孤
」
「
化
婦
成
孝
」
「
逆
子
速
報
」
、
巻
二
「
仁
譲
奉

兄
」
「
化
夫
愛
弟
」
「
伎
義
全
託
」
、
巻
三
「
天
膿
忍
辱
」
「
変
蛇
復
讐
」
「
兄
弟
争

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



訟
」
、
巻
四
「
善
行
格
天
」
「
嬌
養
胎
害
」
「
嬬
貧
励
子
」
「
耐
貧
教
子
」
「
賢
母
誠

女
」
「
作
肇
惨
報
」
、
巻
五
「
吃
菜
状
元
」
、
■
救
婦
得
寿
」
、
「
三
還
登
科
」
、
「
吉
神

護
身
」
、
「
全
節
得
栄
」
、
巻
六
「
質
妹
嬰
妹
」
「
黄
女
改
婚
」
「
覆
水
難
収
」
な
ど
が

あ
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
が
ス
ト
ー
リ
ー
を
歌
唱
で
語
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
人

物
の
歌
唱
場
面
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　

1
．
巻
一
「
逆
子
速
報
」

　
親
不
孝
な
趙
午
が
飢
謹
で
逃
亡
す
る
途
中
、
母
親
を
木
に
吊
し
口
を
土
で
塞
い

で
殺
害
し
よ
う
と
す
る
が
妻
王
氏
が
救
う
。
趙
午
は
虎
に
食
わ
れ
て
命
を
落
と
し
、

そ
の
霊
魂
が
妻
に
糠
依
し
て
自
分
が
天
罰
を
受
け
た
こ
と
を
明
か
す
。
こ
の
案
証

で
は

冒
頭
に
七
言
四
句
の
歌
唱
で
主
題
（
孝
順
父
母
）
を
示
し
、
歌
唱
で
ス
ト
ー

リ
ー
を
語
っ
て
い
く
。

　
　
宣
「
父
母
本
是
一
家
神
、
時
時
恭
敬
当
尽
心
。
若
有
一
時
不
孝
敬
、
得
罪
上

　
　
神
災
禍
深
。
此
話
人
子
如
不
信
、
講
箇
逆
子
害
母
親
。
康
熈
皇
帝
掌
乾
坤
、

　
　
壬
癸
両
年
天
降
履
。
西
安
滑
南
有
一
人
、
姓
趙
名
午
真
愚
姦
。
…
…
衆
聴
説
、

　
　
虎
嘘
人
、
斉
来
追
起
。
虎
胞
後
、
都
来
到
、
婆
娘
面
前
。
問
死
這
、
他
是
誰
、

　
　
来
由
細
言
。
…
…
不
多
時
、
趙
午
的
、
真
魂
忽
顕
。
他
言
説
、
我
趙
午
、
是

　
　
杵
逆
男
。
上
天
爺
、
因
杵
逆
、
命
虎
来
餐
。
・

　

2
．
巻
三
「
天
膿
忍
辱
」

　
宣
「
自
従
世
人
好
剛
強
、
多
遭
煩
悩
与
禍
映
。
…
…
」
（
七
言
二
十
二
句
）
に

よ
っ
て
主
題
（
和
睦
郷
里
）
を
説
き
始
め
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
十
言
の
宣
「
江
南
省
、

准
安
府
、
中
有
一
人
。
他
姓
強
、
名
叫
富
、
謹
慎
小
心
。
平
日
裏
、
在
郷
間
、
謙

恭
和
平
。
衆
親
族
、
都
称
他
、
忠
厚
不
吝
。
最
軟
弱
、
不
惹
気
、
不
得
罪
人
。
像

○

這
様
、
到
可
以
、
不
惹
事
因
。
…
…
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。

　
准
安
の
強
富
は
柔
和
な
人
格
で
、
元
旦
に
無
頼
に
罵
ら
れ
る
が
か
ま
わ
ず
（
十

言
十
五
句
）
、
家
人
は
そ
れ
に
抗
議
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
が
（
十
言
十
四
句
）
、

忍
耐
す
べ
き
だ
と
反
論
し
（
十
言
十
二
句
）
、
無
頼
が
ま
す
ま
す
罵
り
（
十
言
十

句
）
、
家
人
が
忍
耐
で
き
な
く
な
る
と
、
「
忍
譲
歌
」
を
歌
っ
て
聴
か
せ
る
（
長
短

句
）
。
こ
れ
に
対
し
て
焚
猛
は
家
人
の
諌
め
を
聴
か
ず
（
十
言
十
四
句
）
、
罵
っ
た

酔
っ
ぱ
ら
い
を
殺
し
投
獄
さ
れ
て
後
悔
す
る
（
十
言
十
五
句
）
。
神
は
強
富
の
夢
に

現
れ
て
寿
命
を
延
ば
す
と
告
げ
る
（
十
言
八
句
）
。

　

3
．
巻
四
「
作
壁
惨
報
」

　
人

を
誹
誘
中
傷
し
て
平
気
な
施
八
香
と
い
う
者
が
娘
の
教
育
も
失
敗
し
、
そ
の

夫
が
賭
博
で
家
産
を
蕩
尽
し
、
自
分
も
乞
食
を
し
て
惨
死
す
る
。
宣
「
昔
宋
朝
、
江

西
省
、
籟
県
一
人
。
他
姓
施
、
名
八
者
、
家
富
千
金
。
性
刻
薄
、
説
人
短
、
不
信

善
人
。
他
二
弟
、
施
九
牧
、
忠
厚
存
心
。
屡
勧
兄
、
説
正
話
、
他
不
聴
信
。
…
…
」

に
よ
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
説
き
始
め
、
八
書
が
乞
食
を
追
放
す
る
言
葉
（
七
言
六

句
）
、
下
女
が
八
者
か
ら
給
金
を
も
ら
え
ず
泣
く
言
葉
と
、
衆
人
が
八
書
を
非
難
す

る
言
葉
、
八
者
の
娘
が
無
教
養
な
振
る
舞
い
を
し
、
豪
奢
な
嫁
入
り
家
具
に
も
不

満
を
言
う
が
、
七
牧
の
娘
の
嫁
入
り
家
具
は
質
素
で
あ
っ
た
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
、

八
者
の
娘
が
そ
れ
を
見
て
訳
を
尋
ね
る
言
葉
（
以
上
十
言
六
十
五
句
）
、
衆
人
が

豪
奢
な
嫁
入
り
家
具
を
見
て
批
評
し
、
乞
食
婆
が
自
分
も
豪
奢
な
嫁
入
り
家
具
で

あ
っ
た
が
夫
が
家
産
を
蕩
尽
し
た
と
告
白
す
る
言
葉
（
十
言
三
十
五
句
）
、
八
書
の

娘
が
舅
姑
に
従
わ
ず
、
舅
姑
が
怒
る
言
葉
（
十
言
十
三
句
）
な
ど
、
大
部
分
を
歌

唱
で
表
現
し
て
い
る
。



　

4
．
巻
五
「
贈
嚢
巧
報
」

　
塩
商
査
士
謙
の
娘
が
雨
宿
り
す
る
と
、
貧
家
の
娘
曹
氏
が
貧
家
に
嫁
ぐ
こ
と
を

悲
し
ん
で
泣
い
て
い
る
（
十
言
六
句
）
。
査
氏
は
嫁
入
り
道
具
の
多
少
を
論
じ
て
は

い
け
な
い
と
戒
め
る
が
（
十
言
十
四
句
）
、
曹
氏
が
貧
窮
を
悲
し
ん
で
い
る
と
答
え

た
た
め
（
十
言
十
一
句
）
、
同
情
し
て
嚢
銀
二
十
両
を
贈
る
と
（
十
言
八
句
）
、
曹

氏

は
感
激
し
て
礼
を
言
う
（
十
言
八
句
）
。
こ
の
後
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
歌
唱
で
表
現

さ
れ
る
。
曹
氏
は
姓
名
を
尋
ね
る
ま
も
な
く
慌
た
だ
し
く
分
か
れ
る
（
「
想
一
想
、

把
恩

人
、
姓
名
細
問
。
未
開
口
、
面
前
来
、
橋
夫
四
人
。
」
…
…
）
。
曹
氏
の
夫
は

そ
の
金
を
資
金
に
し
て
富
豪
と
な
り
報
恩
を
考
え
る
（
「
他
夫
妻
、
日
夜
間
、
常
想

報
恩
。
買
田
地
、
必
両
荘
、
屋
必
両
所
。
」
…
…
）
。
曹
氏
に
一
子
が
生
ま
れ
る
と
、

雇
っ
た
乳
母
が
荷
嚢
を
見
つ
け
て
自
分
の
も
の
と
言
っ
た
た
め
、
曹
氏
夫
妻
は
乳

母
夫
婦
を
拝
し
て
、
準
備
し
た
田
畑
を
贈
る
。
末
尾
は
勧
善
の
宣
「
衆
婦
女
、
休

椚
都
、
細
聴
我
勧
。
各
回
家
、
存
好
心
、
広
行
方
便
。
行
善
事
、
善
報
応
、
就
在

眼
前
」
で
結
ぶ
。五

　
物
語
文
学
の
改
編

　
通
俗
性
の
強
化
の
一
環
と
し
て
、
以
下
の
ご
と
く
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
物
語
文
学
を

案
証
に
改
編
し
て
い
る
。

　

1
．
巻
一
「
孝
女
蔵
児
」
ー
『
初
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
三
十
八
「
占
家
財
狼
婿
妬

　
　
　
姪
　
延
親
脈
孝
女
蔵
児
」

　
元
、
東
平
府
の
員
外
劉
従
善
の
娘
婿
張
郎
は
財
産
の
独
占
を
図
り
、
姑
李
氏
を
そ

そ
の
か
し
て
甥
引
孫
を
追
放
さ
せ
る
。
娘
招
姐
は
張
郎
の
陰
謀
を
知
っ
て
、
懐
妊

し
た
侍
女
小
梅
を
東
荘
に
匿
い
、
従
善
は
引
孫
に
墓
守
を
さ
せ
て
避
難
さ
せ
、
清

明
節
に
墓
参
り
を
し
た
折
に
李
氏
に
道
理
を
説
い
て
引
孫
を
家
に
迎
え
さ
せ
る
。

招
姐
は
小
梅
母
子
を
家
に
迎
え
、
従
善
は
財
産
を
娘
、
甥
、
子
に
等
し
く
分
与
す

る
。
物
語
は
『
散
家
財
天
賜
老
生
児
』
雑
劇
に
由
来
す
る
。
雑
劇
で
は
娘
の
名
を

引
張
と
し
、
小
説
で
は
引
姐
と
す
る
。

　
『
宣
講
管
規
』
「
孝
女
蔵
児
」
で
は
、
張
郎
が
李
氏
に
引
孫
を
議
言
す
る
言
葉
（
十

言
七
句
）
、
張
郎
が
招
姐
に
心
中
を
吐
露
す
る
言
葉
（
十
言
九
句
）
、
招
姐
が
張
郎

の

陰
謀
を
知
っ
て
侍
女
小
梅
に
東
荘
に
隠
れ
る
よ
う
勧
め
る
言
葉
（
十
言
四
十
二

句
）
、
招
姐
が
張
郎
・
李
氏
に
小
梅
が
逃
亡
し
た
と
欺
き
、
張
郎
・
李
氏
が
喜
ん
で

従
善
に
報
告
し
、
従
善
が
後
継
者
が
無
く
な
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
財
産
を
人
々
に

喜
捨
す
る
こ
と
（
十
言
十
四
句
）
、
従
善
が
遅
れ
て
来
た
引
孫
を
わ
ざ
と
李
氏
の

前
で
叱
る
言
葉
（
十
言
八
句
）
、
従
善
が
皆
が
四
散
し
て
後
に
引
孫
を
慰
め
る
言

葉
（
十
言
十
一
句
）
、
従
善
が
清
明
節
に
引
孫
が
墓
参
り
し
張
郎
が
墓
参
り
し
な
い

の

を
李
氏
に
示
し
て
、
張
家
の
後
継
が
い
な
い
こ
と
を
悲
し
む
三
口
葉
（
十
言
十
三

句
）
、
従
善
が
李
氏
に
引
孫
こ
そ
が
劉
氏
の
後
継
だ
と
明
言
す
る
言
葉
（
十
言
九

句
）
、
招
姐
が
小
梅
母
子
を
示
し
て
従
善
に
劉
家
の
後
継
が
誰
か
を
認
識
さ
せ
る
言

葉
（
十
言
十
八
句
）
、
従
善
が
財
産
を
三
分
す
る
決
意
を
示
す
言
葉
（
十
言
五
句
）

を
歌
唱
で
表
現
す
る
。

　

2
．
巻
二
「
鬼
断
家
私
」
1
『
喩
世
明
言
』
巻
十
「
膝
大
サ
鬼
断
家
私
」

　
明
永
楽
年
間
、
順
天
府
香
河
県
の
太
守
侃
守
謙
は
妻
陳
氏
と
の
間
に
長
子
善
継

が
あ
り
、
側
室
梅
氏
と
の
間
に
善
述
が
あ
っ
た
が
、
善
継
は
善
述
を
守
謙
の
子
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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は
な
い
と
侮
辱
す
る
。
守
謙
は
遺
産
と
し
て
梅
氏
に
画
軸
を
分
与
し
、
清
廉
な
官

吏
膝
大
サ
に
鑑
定
さ
せ
る
。

　
「
明
朝
永
楽
年
間
、
順
天
香
河
県
、
有
箇
侃
太
守
、
名
守
謙
、
配
陳
氏
、
家
累

千
金
、
肥
田
美
宅
。
生
一
子
、
名
善
継
」
と
、
散
文
体
の
語
り
で
始
ま
り
、
善
継

が
侃
太
守
の
妾
梅
氏
の
子
善
述
を
侃
太
守
の
子
の
は
ず
が
な
い
と
陰
口
す
る
言
葉

（十
言
五
句
）
、
侃
太
守
が
臨
終
に
際
し
て
善
継
に
梅
氏
母
子
を
託
す
言
葉
（
十
言

十
六
句
）
、
守
謙
が
梅
氏
に
画
軸
を
渡
し
て
公
正
な
官
吏
に
解
読
を
依
頼
せ
よ
と
遺

言
す
る
言
葉
（
十
言
二
十
句
）
、
梅
氏
が
悲
観
し
て
泣
く
言
葉
（
十
言
十
九
句
）
、

善
継
が
善
述
を
罵
る
言
葉
（
十
言
七
句
）
、
膝
大
サ
が
画
軸
を
点
検
す
る
場
面
（
十

言

二
十
四
句
）
、
縢
大
サ
が
一
族
の
前
で
守
謙
と
話
す
ふ
り
を
す
る
言
葉
（
十
言
九

句
）
、
縢
大
サ
が
小
屋
か
ら
銀
五
輝
を
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
と
言
う
言
葉
（
十
言
二
十

六
句
）
を
歌
唱
で
表
現
し
て
い
る
。

　
先
行
す
る
案
証
に
『
宣
講
珠
磯
』
巻
一
「
鬼
断
家
私
」
、
『
宣
講
大
全
』
「
鬼
断
家

私
」
が
あ
る
。
な
お
『
緩
歩
雲
梯
集
』
巻
一
「
画
裡
蔵
金
」
も
内
容
が
同
じ
で
あ

る
が
、
地
名
を
貴
陽
、
人
名
を
侃
天
佑
な
ど
変
更
が
多
く
、
後
出
の
案
証
と
言
え

る
。

　

3
．
巻
二
「
紫
荊
重
栄
」
1
『
醒
世
恒
言
』
巻
二
「
三
孝
廉
譲
産
立
高
名
」

　
昔
、
京
兆
府
の
田
真
・
田
慶
・
田
広
兄
弟
が
あ
り
、
田
広
の
妻
季
氏
が
お
ろ
か

で
分
家
を
主
張
す
る
が
、
紫
荊
の
木
を
切
っ
て
分
け
よ
う
と
す
る
と
、
枯
れ
て
い

た
の
で
三
兄
弟
は
泣
き
出
し
て
分
家
を
や
め
、
田
広
は
妻
を
罵
る
。
竈
の
神
が
季

氏
の
実
家
の
捜
に
恩
依
し
て
季
氏
の
命
を
奪
う
と
言
う
。

　
宣
「
兄
弟
本
是
手
足
情
、
如
何
彼
此
両
分
清
。
…
…
」
（
七
言
二
十
句
）
に
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

ま
り
、
田
真
が
妻
に
忍
耐
の
重
要
さ
を
説
き
、
妻
が
同
意
す
る
言
葉
（
十
言
三
十

句
）
、
田
慶
が
妻
に
三
綱
五
常
を
説
く
言
葉
（
十
言
二
十
句
）
、
田
慶
が
妻
の
道
を

説
く
言
葉
（
十
言
二
十
三
句
）
、
田
広
の
妻
が
夫
に
分
家
を
説
く
言
葉
（
十
言
十
四

句
）
、
田
広
が
二
兄
に
分
家
を
求
め
、
二
兄
が
反
対
す
る
言
葉
（
十
言
十
八
句
）
、

田
真
が
紫
荊
の
木
の
三
分
を
主
張
す
る
言
葉
（
十
言
七
句
）
、
三
兄
弟
が
枯
れ
た
紫

荊
を
見
て
泣
く
言
葉
（
十
言
十
五
句
）
、
田
広
が
妻
を
罵
る
言
葉
（
十
言
六
句
）
、

竈
の
神
が
捜
に
糠
依
し
て
田
広
の
妻
を
罵
る
言
葉
（
十
言
六
句
）
を
歌
唱
で
表
現

し
て
い
る
。

　

4
．
巻
六
「
騙
人
害
己
」
1
『
喩
世
明
言
」
巻
二
「
陳
御
史
巧
勘
金
叙
細
」

　
江
西
籟
州
府
石
城
県
の
魯
学
曽
は
顧
余
事
の
娘
阿
秀
と
婚
約
し
て
い
た
が
、
父

の
死
後
貧
窮
し
た
た
め
、
顧
余
事
は
婚
約
破
棄
を
考
え
る
。
阿
秀
は
従
わ
ず
、
密

か

に
学
曽
に
結
納
の
金
を
贈
ろ
う
と
す
る
。
学
曽
は
い
と
こ
梁
尚
賢
に
衣
服
を
借

り
に
来
る
が
、
尚
賢
は
事
情
を
聞
い
て
学
曽
に
な
り
す
ま
し
て
阿
秀
と
夫
婦
の
ち

ぎ
り
を
結
ぶ
。
御
史
陳
濠
は
行
商
に
扮
し
て
事
件
を
調
査
し
、
尚
賢
の
犯
行
の
証

拠
を
集
め
、
阿
秀
の
霊
魂
は
尚
賢
の
妻
田
氏
に
懸
依
し
て
尚
賢
の
犯
行
を
証
言
す

る
。
阿
秀
は
学
曽
の
夢
に
現
れ
て
、
来
世
の
夫
婦
を
約
束
す
る
。

　

5
．
巻
六
「
打
無
義
郎
」
1
『
喩
世
明
言
』
巻
二
十
七
「
金
玉
奴
棒
打
薄
情
郎
」

　
宋
、
紹
興
年
間
、
杭
州
の
乞
食
頭
の
金
老
大
に
は
娘
玉
奴
が
お
り
、
乞
食
頭
を

金
癩
子

に
譲
っ
て
、
刹
翁
の
紹
介
で
莫
秀
才
を
婿
に
す
る
。
だ
が
金
癩
子
が
婚
礼

に
招
か
れ
な
か
っ
た
た
め
暴
れ
て
、
乞
食
頭
で
あ
る
身
分
が
知
ら
れ
る
。
莫
稽
は

無
為
軍
司
戸
に
就
任
す
る
が
、
結
婚
を
後
悔
し
て
宋
石
江
で
船
か
ら
玉
奴
を
河
に

突
き
落
と
す
。
玉
奴
は
莫
稽
の
上
司
で
あ
る
准
西
転
運
使
許
徳
厚
に
救
わ
れ
て
養



女
と
な
り
、
夫
人
が
玉
奴
に
事
情
を
話
し
て
和
睦
さ
せ
る
。

六
　
結
論

　
清
末
の
聖
諭
宣
講
で
は
卑
近
な
因
果
応
報
説
話
（
案
証
）
を
人
物
が
歌
唱
に
よ
っ

て

心
情
を
吐
露
し
（
宣
）
、
語
り
手
が
通
俗
的
な
言
葉
で
講
説
し
た
（
講
）
。
そ
れ

故
に
宣
講
と
言
え
ば
聖
諭
を
宣
講
す
る
と
い
う
意
味
よ
り
案
証
を
宣
講
す
る
と
い

う
意
味
に
変
移
し
た
。
『
宣
講
管
規
』
六
巻
は
『
宣
講
集
要
』
よ
り
も
遅
れ
て
編

集
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
通
俗
性
を
増
し
て
、
案
証
の
冒
頭
か
ら
十
言
句
の
歌
唱

で
語
り
始
め
て
主
題
を
明
示
し
、
人
物
の
言
葉
の
み
な
ら
ず
、
ス
ト
ー
リ
ー
ま
で

も
歌
唱
形
式
で
表
現
し
て
感
動
を
聴
衆
に
伝
達
す
る
方
式
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ

た
。
も
と
も
と
通
俗
的
な
聖
諭
宣
講
は
四
川
を
中
心
と
し
た
地
域
で
行
わ
れ
て
お

り
、
『
宣
講
集
要
』
十
五
巻
を
先
駆
と
し
、
四
川
の
案
証
が
最
も
多
く
収
録
さ
れ
て

い

る
し
、
四
川
の
方
言
で
あ
る
西
南
官
話
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
各
地

に
伝
播
し
た
と
思
わ
れ
、
北
方
で
は
天
津
で
『
宣
講
拾
遺
」
が
編
集
さ
れ
、
洛
陽

で

『宣
講
管
規
」
が
編
集
さ
れ
た
。
北
方
の
宣
講
書
に
は
西
南
官
話
の
特
徴
は
顕

れ
て

い

な
い
が
、
通
俗
的
な
性
格
を
増
し
て
民
衆
に
よ
り
親
し
ま
れ
る
歌
唱
形
式

が
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
通
俗
性
を
強
化
す
る
た
め
に
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
な
物
語
文
学
を
案
証
の
形
式
に
改
編
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

注ω
　
河
南
省
図
書
館
蔵
。
早
稲
田
大
学
風
陵
文
庫
に
翻
刻
本
を
蔵
す
る
。
民
国
二

　
十
四
年
、
謙
記
商
務
印
刷
所
代
印
。
経
理
陳
希
黄
の
附
誌
に
、
「
此
書
原
板
存
洛

　
陽
。
協
和
万
民
国
二
十
四
年
九
月
承
李
毅
成
先
生
嘱
為
翻
印
。
係
其
封
翁
彌
留

　
之
際
所
遺
嘱
也
。
…
…
」
と
言
う
。

②

十
五
巻
首
一
巻
。
成
曲
豆
二
年
（
一
八
五
二
）
序
刊
本
、
存
四
冊
（
巻
首
、
巻

　
一
、
巻
三
、
巻
八
、
巻
九
、
巻
十
、
巻
十
一
、
巻
十
三
、
巻
十
五
）
、
国
立
中
央

　
図
書
館
台
湾
分
館
蔵
。
な
お
光
緒
刊
本
の
巻
五
、
巻
十
四
に
は
そ
れ
以
後
の
案

　
証
も
掲
載
し
て
い
る
。

③
　
四
巻
。
光
緒
三
十
四
年
（
一
九
〇
八
）
経
元
書
室
復
刊
。

④
　
一
巻
、
六
十
二
篇
。
光
緒
三
十
四
年
（
一
九
〇
八
）
序
。
民
国
二
十
六
年
二

　
九
四

七
）
上
海
鴻
文
書
局
編
印
。

⑤
　
四
巻
。
同
治
二
年
（
一
八
六
三
）
復
刊
。

⑥
　
四
巻
。
二
十
六
篇
。
民
国
二
年
石
印
。

m
　
六
巻
。
宣
統
元
年
（
一
九
〇
九
）
石
印
、
営
口
〔
県
〕
成
文
厚
蔵
版
。
光
緒

　
戊
申
（
三
十
四
年
、
一
九
〇
八
）
の
楊
占
春
芳
圃
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
原
板
は

　
奉
天
省
錦
州
城
西
虹
螺
県
〔
蜆
〕
鎮
の
堅
善
講
堂
に
あ
り
、
主
管
の
楊
子
僑
が

　
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
原
板
が
摩
耗
し
た
の
で
営
口
の
宣
講
堂
で
数
案
を

　
加
え
て
再
販
し
た
と
言
う
。

⑧
　
五
巻
。
光
緒
十
九
年
（
一
八
九
三
）
、
沙
市
（
湖
北
）
善
成
堂
蔵
版
。

⑨
　
明
呂
得
勝
『
女
小
児
語
』
、
清
陳
宏
謀
『
教
女
遺
規
」
中
巻
収
録
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
口
大
学
大
学
院
東
ア
ジ
ア
研
究
科
教
授
）
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